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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,4299,3 ミドリ薬局 〒751-0838
下関市山の田本町１番１
号

後発医薬品調剤体制加算３
　　　（後発調３）第1428号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

01,4381,9 のぞみ薬局伊倉店 〒751-0869
下関市伊倉新町４丁目２
－１４

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
　　　（か薬）第1521号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,4104,3 緑橋薬局 〒755-0031
宇部市常盤町１丁目１番
５号

在宅薬学総合体制加算１
　　　（在薬総１）第332号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,4234,8 ハミング薬局 〒755-0036
宇部市北琴芝２丁目３番
５号

電子的調剤情報連携体制整備加算
　　　（薬ＤＸ）第1233号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,4267,8 上宇部あおば薬局 〒755-0038
宇部市海南町２番２１号

地域支援・医薬品供給対応体制加算２
　　　（地支体２）第387号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02,4306,4 琴音薬局 〒755-0033
宇部市琴芝町一丁目４番
１０号

調剤基本料１
　　　（調基１）第1027号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
在宅患者訪問薬剤管理指導料
　　　（在薬）第1589号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

03,4085,2 オリーブ薬局 〒753-0066
山口市泉町８番２１号

無菌製剤処理加算
　　　（薬菌）第138号 　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
在宅薬学総合体制加算１
　　　（在薬総１）第333号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

03,4186,8 ウォンツ山口小郡薬局 〒754-0002
山口市小郡下郷７９７－
８

後発医薬品調剤体制加算３
　　　（後発調３）第1427号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

03,4195,9 アイン薬局　山口湯田
店

〒753-0076
山口市泉都町９－１４

地域支援・医薬品供給対応体制加算４
　　　（地支体４）第46号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

03,4236,1 オオタ薬局湯田店 〒753-0076
山口市泉都町１番３０号

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
　　　（か薬）第1522号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

04,4074,4 ひかり薬局　萩駅前店 〒758-0061
萩市大字椿３５３７番地
９

後発医薬品調剤体制加算１
　　　（後発調１）第741号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

08,4144,6 有限会社あすなろ　の
ぞみ薬局

〒740-0044
岩国市通津３７０９

連携強化加算
　　　（薬連強）第911号 　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
在宅患者訪問薬剤管理指導料
　　　（在薬）第1590号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

08,4189,1 アイム薬局 〒740-0012
岩国市元町４丁目１－１
５

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
　　　（か薬）第1519号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

10,4089,9 セブン薬局光店 〒743-0021
光市浅江三丁目１番２２
号

後発医薬品調剤体制加算３
　　　（後発調３）第1429号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
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15,4066,6 ひろやファーマシー 〒745-0017
周南市新町二丁目３番１

後発医薬品調剤体制加算１
　　　（後発調１）第742号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

78,4024,3 さつき薬局 〒759-5241
下関市豊北町大字阿川３
７９５の３

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
　　　（か薬）第1520号　　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


